
※重点路線以外の場所、時間帯であっても取締りを実施することがある。

令和７年下半期の事故発生状況

　　　　　　　路線別交通事故の発生状況            時間帯別交通事故の発生状況

重点時間帯

②管内の通学路では、取締り要望や事故発生状況を検討し、横断歩行者等妨害
等の取締りを実施する。

③悪質・危険な違反（飲酒運転・無免許運転）の取締りを強化する。
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令和８年１月
坂井警察署

速　度　取　締　り　指　針

国道８号

主要地方道福井金津線

区域等 規制速度

管内区域全般
及び流入経路

４０キロ

法定

５０キロ

県道板倉高江線

重点路線

県道板倉高江線に関しても、依然として物損事故、人身事故が高水準で発生して
いる。

時間帯では、午前７時から午後６時までの間で集中的に交通事故が発生してい
る。

国道８号、主要地方道福井金津線は、交通事故の割合が高い傾向にある他、管内
一円で交通事故が発生している。

人身事故は３４件（前年同期比＋３件）と増加し、さらに物損事故も８７５件（前年同
期比+７３件）と増加した。

①速度取締が困難な事故多発路線においては、速度取締りの他、交差点関連違
反、座席ベルト装着義務、携帯電話使用等の取締りを強化する。

坂井警察署の速度取締り重点

坂井警察署管内における交通事故実態

その他の交通指導取締り重点

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223

福井金津線, 18%

板倉高江線,12％

国道８号,9％

丸岡川西線, 3％

春江丸岡線,3％, 

市町村道, 27％

その他, 28％

■ 発生件数


